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※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
催しなどが中止・延期になる場合があります。

※市外局番は書いてあるものを除きすべて
042です。

申告の内容 作成コーナーのご利用可否

所
得
関
係

給与 ○ 源泉徴収票が必要です。

雑 年金（公的年金・個人年金） 〇
源泉徴収票等が必要です。 
※支払年金額等のお知らせで「一時所得」に区

分されている個人年金（満期保険金の受け取
りなど）の申告はご利用できません。

その他雑（報酬・講演料など） × 東村山税務署にご相談ください。
その他所得

（事業・不動産・配当・一時・分離など）× 東村山税務署にご相談ください。

控
除
関
係

医療費控除 ○「医療費控除の明細書」の作成・計算はご自身
でお済ませください。

社会保険料控除 ○
国民年金保険料と国民年金基金の掛金は控除証
明書が必要です。国保・介護等納付済金額につ
いてはご自身で確認ください。

生命保険料控除、地震保険料控除
○

控除証明書が必要です。
※ワンストップ特例を申請している場合は、必ず

寄附金控除を追加してください。寄附金控除

住宅ローン控除
1年目 × 東村山税務署にご相談ください。
2 年目～ 
※連帯債務を除く ○

「年末調整のための（特定増改築等）住宅借入
金等控除証明書」および「住宅ローン年末残高
証明書」が必要です。

そ
の
他

特殊な申告（雑損控除、災害減免、 
外国税額控除、住宅耐震改修など） × 東村山税務署にご相談ください。
令和２年分以外の申告・準確定申告

会場 日程
小平市福祉会館 
 （小平市学園東町 1-19-13)  2 月 2 日 ( 火 ) ～ 2 月 5 日 ( 金 )
清瀬市生涯学習センター 
 ( 清瀬市元町 1-2-11)  2 月 2 日 ( 火 ) ～ 2 月 4 日 ( 木 )
西東京市防災センター 
 ( 西東京市中町 1-5-1)

 2 月 9 日 ( 火 ) ～ 2 月12日 ( 金 )　
※祝日を除く

東久留米市役所 
 ( 東久留米市本町 3-3-1)

 2 月 9 日 ( 火 ) ～ 2 月12日 ( 金 )　
※祝日を除く

東村山市サンパルネ 
 ( 東村山市野口町 1-46)

 2 月 5 日 ( 金 ) ～ 2 月 9 日 ( 火 )　
※土曜・日曜日を除く

2月の お気軽に
　  無 料 相 談
お 気 軽 に
　  無 料 相 談
お 気 軽 に
　  無 料 相 談

相談内容 相談日 時間 会場 相談員 問い合わせ先

耐震相談
※電話相談 12日（金） 午後 2 時

～ ４ 時
今回は電話での相談
のみとなります。

東久留米建築
設計協会会員

同協会事務局・
桑原建築設計事
務所
☎４７６・1５1５

教育相談
※電話相談も可。

火曜～　
 土曜日

午前1０時～
午後 ５ 時

（滝山のみ
水曜日は
６ 時まで）

中央相談室

（成美教育文化会館
内 教 育 セ ン タ ー）教育相談員

中央相談室
☎４７３・３６６７

月曜～　
 金曜日

滝山相談室
（西部地域センター内）

滝山相談室
☎４７５・８９０９

母子・父子相談 開庁日 午前 ８ 時半
～午後 ５ 時

児童青少年課
（市役所 2 階）

母子・父子
自立支援員

児童青少年課
☎４７０・７７３６

身体障害者相談 12日（金）
午前1０時～
正午 市役所 1 階相談室

身体障害者
相談員

前月末までに
障害福祉課
☎４７０・７７４７、
ファクス
４７５・８1８1知的障害者相談 1０日（水） 知的障害者

相談員
心身障害者（児）
相談 平日

午前 ９ 時～
午後 ５ 時

さいわい
福祉センター

さいわい福祉
センター支援員

同センター
☎４７７・2７11

職業相談 開庁日 市役所 2 階
ワークコーナー

ハローワーク
三鷹職員 ※直接会場へ。

住宅増改築相談 1０日（水）午前1０時～
正午、
午後 1 時～
４ 時

市役所 1 階
屋内ひろば

市住宅増改築
等斡旋事業登
録団体協議会

※直接会場へ。

消費者相談
※電話相談 平日 消費生活

相談員
市消費者
センター
☎４７３・４５０５

行政相談 2 月は実施しません 行政相談委員 生活文化課
☎４７０・７７３８

妊婦訪問 希望する方は右記へ
問い合わせください。 ご自宅 助産師・

保健師
健康課
保健サービス係
☎４７７・００22赤ちゃん訪問

生活困窮者
自立相談 開庁日 午前 ９ 時～

午後 ４ 時
福祉総務課
（市役所 1 階） 相談支援員 福祉総務課

☎４７０・７７４1

相談内容・定員 相談員 予約開始日 相談日 時間 会場 問い合わせ先

法律相談
（各日 ８人） 弁護士

1 月2８日（木） ３ 日（水）
1０日（水）

午前1０時から

市役所 2 階
相談室

各予約開始日
の午前 ８ 時半
から電話で
生活文化課
☎４７０・７７３８

2 月12日（金）1７日（水）
2４日（水）

不動産・相続・会社の
登記等相談（ ５人） 司法書士

1 月2６日（火） ３ 日（水）
午後 1 時から

表示登記・土地の
境界等相談（ ４人） 土地家屋調査士 午前1０時から

相続・遺言・成年後見
等手続き相談（ ５人） 行政書士 2 月 ４ 日（木）1０日（水）

午後 1 時から
税務相談（ ５人） 税理士 2 月 ９ 日（火）1７日（水）
人権・
身の上相談（ ４人） 人権擁護委員 2 月は実施しません

不動産取引相談（５人） 宅地建物取引士 1 月2８日（木） ４ 日（木）
午後 1 時から

市役所 2 階
相談室

交通事故相談（ ５人） 弁護士
2 月1８日（木）2４日（水）年金・労災・雇用・保険・

人事管理等相談（ ４人）社会保険労務士 午前1０時から

女性の悩みごと相談
（各日 ５人）

女性
カウンセラー

1 月2０日（水） 1 日（月）
８ 日（月）午前1０時半～

午後 ４ 時半 市役所 2 階
相談室

各予約開始日
の午前 ９ 時か
ら電話で
男女平等推進
センター
☎４７2・００６1

2 月 ３ 日（水）1５日（月）
22日（月）

女性弁護士による
法律相談（ ４人） 女性弁護士 1 月22日（金） ５ 日（金）午前 ９ 時半～

午後 ０ 時半

経営相談 市商工会
経営指導員 前日までに 平日 午前1０時～

午後 ４ 時
東久留米市
商工会館

市商工会
☎４７1・７５７７

市
民
税
・
都
民
税
の

申
告
受
付
に
つ
い
て

で
き
ま
す
（
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア
の
プ
リ
ン
ト
サ
ー
ビ
ス
で
印

刷
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
）。
ま

た
、「ｅイ

ー
タ
ッ
ク
ス

‐
Ｔ
ａ
ｘ
（
電
子
申
告
）」

を
利
用
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　
詳
し
く
は
国
税
庁
確
定
申
告
書

等
作
成
コ
ー
ナ
ー
（
下

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
）
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

◎
申
告
書
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の

記
載
が
必
要
で
す

　
申
告
書
に
は
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

の
記
載
」と「
本
人
確
認
書
類（
番

号
確
認
書
類
お
よ
び
身
元
確
認
書

類
）」
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
確

認
は
、
次
の
①
ま
た
は
②
の
方
法

で
行
い
ま
す
。

　
①
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番

号
）
カ
ー
ド
（
同
カ
ー
ド
の
み
で

「
番
号
確
認
」
と
「
身
元
確
認
」

が
で
き
ま
す
）
②
「
番
号
確
認
書

類（
通
知
カ
ー
ド
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー

の
記
載
の
あ
る
住
民
票
の
写
し
な

ど
）」
と
「
身
元
確
認
書
類
（
運

転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、
身
体

障
害
者
手
帳
、
公
的
医
療
保
険
の

被
保
険
者
証
な
ど
）」

　
※
②
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
が
な
い
場
合
の
確
認
方
法
で
す
。

　
【
ご
注
意
】番
号
確
認
お
よ
び
身

庁
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト
を

友
だ
ち
追
加
し
、
日
時
指
定
の
入

場
整
理
券
を
入
手
し
て
く
だ
さ

い
）。
詳
し
く
は
国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
▼
来

署
の
際
は
、
マ
ス
ク
着
用
の
上
、

で
き
る
限
り
少
人
数
で
お
越
し
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
入
口
な
ど
で
ア

ル
コ
ー
ル
消
毒
液
に
よ
る
消
毒
と

検
温
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
▼
駐
車

ス
ペ
ー
ス
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

お
車
で
の
来
署
は
ご
遠
慮
く
だ
さ

い◎
申
告
と
納
税
の
期
限

　
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得

税
＝
３
月
１５
日
（
月
）
▼
消
費
税

お
よ
び
地
方
消
費
税
＝
３
月
３１
日

（
水
）
▼
贈
与
税
＝
３
月
１５
日

（
月
）

◎
申
告
書
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
作
成
で
き
ま
す

　
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
確

定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
か

ら
申
告
書
を
作
成
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
作
成
し
た
申
告
書
は
印

刷
し
て
、
郵
送
で
税
務
署
に
提
出

◎
申
告
書
作
成
会
場
開
設
は
２
月

１６
日
（
火
）
か
ら

　
【
開
設
期
間
】土
曜
・
日
曜
日
、

祝
日
を
除
く
２
月
１６
日
（
火
）
～

３
月
１５
日
（
月
）。
受
け
付
け
が

午
前
８
時
半
～
午
後
４
時
、
提
出

が
午
前
８
時
半
～
午
後
５
時
。

　
※
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
は
閉

庁
日
で
す
が
、
２
月
２１
日
（
日
）・

２８
日
（
日
）
に
限
り
、
所
得
税
お

よ
び
復
興
特
別
所
得
税
・
個
人
消

費
税
・
贈
与
税
の
確
定
申
告
の
相

談
と
申
告
書
提
出
の
受
け
付
け
を

行
い
ま
す
。
な
お
、
当
日
は
国
税

の
領
収
、
納
税
証
明
書
の
発
行
、

電
話
で
の
相
談
は
行
い
ま
せ
ん
。

　
【
会
場
】東
村
山
税
務
署
（
東
村

山
市
本
町
１
ノ
２０
ノ
２２
）

　
【
ご
注
意
】混
雑
（
３
密
）
回
避

の
た
め
、
入
場
整
理
券
を
配
付
し

ま
す
。
入
場
整
理
券
の
配
付
状
況

に
よ
っ
て
は
、
受
け
付
け
を
早
め

に
締
め
切
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

入
場
整
理
券
は
、
会
場
で
当
日
配

付
す
る
ほ
か
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
ア
プ
リ

で
事
前
に
入
手
で
き
ま
す
（
国
税

は
来
場
を
ご
遠
慮
く
だ
さ

い
▼
来
場
の
際
は
マ
ス
ク

を
着
用
の
上
、
消
毒
に
ご

協
力
く
だ
さ
い
。
ご
協
力

い
た
だ
け
な
い
場
合
、
受

け
付
け
・
入
場
を
お
断
り

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
▼

確
定
申
告
書
作
成
コ
ー

ナ
ー
は
混
雑
（
３
密
）
回

避
の
た
め
、
入
場
制
限
を

行
い
ま
す
。
状
況
に
よ
っ

て
は
当
日
入
場
で
き
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
課
税
課
市
民

税
係
☎
４
７
０
・
７
７
７

７
（
内
線
２
３
３
３
～
２

３
３
７
）
へ
。

◎
申
告
受
付
の
ご
案
内

　
市
民
税
・
都
民
税
申
告
書
の
提

出
受
け
付
け
を
表
１
の
通
り
行
い

ま
す
。
ま
た
、
確
定
申
告
書
に
つ

い
て
は
、
今
回
か
ら
職
員
に
よ
る

対
面
で
の
作
成
補
助
で
は
な
く
、

ご
自
身
で
申
告
書
を
作
成
い
た
だ

く
コ
ー
ナ
ー
を
表
２
の
通
り
開
設

し
ま
す
。

◎
市
民
税
・
都
民
税
申
告
書
の
提

出
は
郵
送
で

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

拡
大
防
止
の
観
点
か
ら
、
申
告
書

は
で
き
る
だ
け
郵
送
に
よ
り
ご
提

出
く
だ
さ
い
。

　
【
ご
注
意
】発
熱
（
３７
・
５
度
以

上
）
や
風
邪
の
症
状
が
あ
る
場
合

元
確
認
に
時
間
を
要
し
ま
す
の
で
、

税
務
署
で
提
出
の
際
は
、
①
ま
た

は
②
を
事
前
に
ご
用
意
く
だ
さ
い

▼
郵
送
で
提
出
す
る
場
合
は
、
①

の
写
し
（
両
面
）
ま
た
は
②
の
写

し
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い

◎
医
療
費
控
除
の
申
告
に
は
明
細

書
の
ご
準
備
を

　
医
療
費
控
除
を
受
け
る
に
は

「
医
療
費
控
除
の
明
細
書
」
の
添

付
が
必
要
で
す
（
領
収
書
の
提
出

は
不
要
で
す
）。「
医
療
費
控
除
の

明
細
書
」
に
は
、
①
医
療
を
受
け

た
人
、
②
病
院
・
薬
局
ご
と
の
医

療
費
の
合
計
を
記
載
し
ま
す
。「
医

療
費
控
除
の
明
細
書
」
や
医
療
費

控
除
の
申
告
は
、「
国
税
庁
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
」
の
確
定
申
告
書
作
成

コ
ー
ナ
ー
で
作
成
で
き
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
【
ご
注
意
】医
療
費
の
領
収
書
は

自
宅
で
５
年
間
保
存
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
（
税
務
署
か
ら
求
め
ら

れ
た
と
き
は
、
提
示
ま
た
は
提
出

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
）。

◎
に
せ
税
理
士
に
ご
注
意
を

　
税
理
士
資
格
の
な
い
者
が
税
務

相
談
、
税
務
書
類
の
作
成
お
よ
び

税
務
代
理
を
行
う
こ
と
は
税
理
士

法
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

正
規
の
税
理
士
へ
依
頼
し
て
く
だ

さ
い
。

　
詳
し
く
は
、
申
告
お
よ
び
納
付

に
関
す
る
ご
質
問
な
ど
は
東
村
山

税
務
署
☎
０
４
２
・
３
９
４
・
６

８
１
１
、「
確
定
申
告
書
等
作
成

コ
ー
ナ
ー
」
の
操
作
に
関
す
る
お

問
い
合
わ
せ
は
、
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
・

作
成
コ
ー
ナ
ー
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク
☎

０
５
７
０
・
０
１
・
５
９
０
１
へ
。

東
京
税
理
士
会
東
村
山
支
部

に
よ
る
無
料
申
告
相
談

　
税
理
士
に
よ
る
「
無
料
申
告
相

談
～
申
告
書
を
作
成
で
き
ま
す

～
」
を
、
下
表
の
通
り
開
催
し
ま

す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
申
告
書
（
土
地
、
建
物
お
よ
び

株
式
な
ど
の
譲
渡
所
得
が
あ
る
場

合
を
除
く
）
を
作
成
し
て
提
出
で

き
ま
す
。
た
だ
し
、
所
得
金
額
が

高
額
な
場
合
や
相
談
内
容
が
複
雑

な
場
合
は
税
務
署
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。
申
告
書
な
ど
の
提
出
の
み

の
場
合
は
直
接
税
務
署
に
提
出

（
郵
送
可
）
し
て
く
だ
さ
い
。

　
【
持
ち
物
】マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
ま
た
は
番
号
確
認
書
類
と
身
元

確
認
書
類
の
写
し
、
印
鑑
、
申
告

に
必
要
な
書
類
、
筆
記
用
具
、
計

算
器
具
、
前
年
申
告
さ
れ
た
場
合

は
申
告
書
な
ど
の
控
え

　
【
ご
注
意
】混
雑
（
３
密
）
回
避

の
た
め
入
場
整
理
券
を
配
付
し
ま

す
。
入
場
整
理
券
の
配
付
状
況
に

よ
っ
て
は
、
受
け
付
け
を
早
め
に

締
め
切
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
入

場
整
理
券
の
配
付
は
、
午
前
９
時

半
か
ら
で
す
▼
来
場
の
際
は
、
マ

ス
ク
着
用
の
上
、
で
き
る
限
り
少

人
数
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

入
口
な
ど
で
ア
ル
コ
ー
ル
消
毒
液

に
よ
る
消
毒
と
検
温
に
ご
協
力
く

だ
さ
い
▼
車
で
の
来
場
は
ご
遠
慮

く
だ
さ
い

　
詳
し
く
は
東
村
山
税
務
署
☎
０

４
２
・
３
９
４
・
６
８
１
１
ま
た
は

東
京
税
理
士
会
東
村
山
支
部
☎
０

４
２
・
３
９
４
・
７
０
３
８
へ
。

お
わ
び
と
訂
正

　
広
報
１２
月
１５
日
号
３
面
に

掲
載
し
ま
し
た
「
感
染
リ
ス

ク
が
高
ま
る
『
５
つ
の
場

面
』」
内
の
場
面
５
の
見
出

し
が
「
飲
酒
を
伴
う
懇
親
会

等
」
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、

正
し
く
は
「
居
場
所
の
切
り

替
わ
り
」
で
す
。
お
わ
び
し

て
訂
正
い
た
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
秘
書
広
報
課
広

報
係
☎
４
７
０
・
７
７
０
８

へ
。

東
村
山
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

表１　申告受付日程

表２　　確定申告書作成コーナーのご利用について

税理士による無料申告相談の会場・日程

※時間はいずれも午前９時半～午後３時半。

会場 日程 受付時間
わくわく健康プラザ１階講堂 ２月１日（月）・２日（火） 確定申告書作成コーナー・提出

ともに、午前９時半～正午と
午後２時～４時

南部地域センター２階講習室 ２月３日（水）
東部地域センター１階講習室 ２月４日（木）
竹丘地域市民センター
第５会議室 
（清瀬市竹丘１－１１－１）

２月１２日（金）
確定申告書作成コーナー・提出
ともに、午前９時～１１時と
午後１時～３時半

市役所２階２０４会議室 
（課税課特設会場）

２月１６日（火）
～３月１５日（月） 
※土曜・日曜日、祝日を除く

確定申告書作成コーナーが
午前８時半～午後３時半 
提出のみが
午前８時半～午後５時

※各会場とも車での来場はご遠慮ください。
※竹丘地域市民センターの詳しい場所は、清瀬市ホームページでご確認ください。
※受付時間は、混雑状況などにより、表中より早く終了することがあります。

※作成コーナーは、申告する方ご自身でパソコンを操作して申告書を作成する特設会場
　です。職員による対面での作成補助はありません。


